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第
１
回
委
員
会

（
10
月
３
日
）

　

こ
の
委
員
会
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に

よ
る
事
業
者
の
選
定
や
工
事
請
負
仮
契
約
、

専
決
処
分
の
経
緯
な
ど
を
詳
細
に
調
査
す
る

た
め
設
置
し
た
こ
と
を
確
認
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
、
議
会
全
員
協
議
会
開
催
日
に
原
則
開

催
し
、
報
告
書
提
出
目
標
を
12
月
定
例
会
と

す
る
。
正
副
委
員
長
は
、
必
要
に
応
じ
正
副

議
長
等
に
、
第
９８
条
の
事
務
検
査
権
の
調
査

項
目
や
委
員
会
進
行
方
法
等
を
調
整
す
る
こ

と
と
し
、
委
員
会
で
諮
る
方
法
で
進
め
て
い

く
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
２
回
委
員
会

（
10
月
16
日
）

　

調
査
項
目
を
次
の
と
お
り
決
定
し
、
書
類

の
提
出
を
求
め
、
項
目
に
応
じ
て
副
町
長
、

参
事
兼
総
務
課
長
、
教
育
課
長
、
政
策
推
進

課
長
及
び
関
係
職
員
か
ら
の
報
告
を
質
問
形

式
で
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
委
員
の
み
で
提

出
書
類
の
確
認
と
問
題
点
等
の
整
理
を
行
い

ま
し
た
。

【
調
査
項
目
】

①
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
事
業
者
選
定
と
最
優
秀
提

案
者
決
定
に
つ
い
て

②
二
酸
化
炭
素
排
出
抑
制
対
策
事
業
費
等
補

助
金
に
つ
い
て

③
令
和
元
年
度
松
田
町
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）
と
承
認
第
４
号
専
決
処
分
に
つ

い
て

④
工
事
請
負
仮
契
約
と
設
計
委
託
契
約
に
つ

い
て

第
３
回
委
員
会

（
10
月
21
日
）

　

調
査
し
た
内
容
に
よ
る
各
委
員
の
疑
問
点

や
、
第
２
回
委
員
会
の
提
出
書
類
の
確
認
で

不
明
確
な
事
項
の
追
跡
調
査
を
第
４
回
委
員

会
ま
で
に
行
う
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
４
回
委
員
会

（
11
月
12
日
）

　

新
た
に
提
出
を
求
め
て
い
た
書
類
の
確
認

作
業
を
実
施
し
、
承
認
第
４
号
専
決
処
分
に

つ
い
て
参
事
兼
総
務
課
長
、
政
策
推
進
課
長

か
ら
報
告
を
受
け
ま
し
た
。

　

調
査
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
12
月

定
例
会
で
の
委
員
会
報
告
を
延
期
す
る
こ
と

を
決
定
し
ま
し
た
。

第
５
回
委
員
会

（
11
月
21
日
）

　

前
回
ま
で
の
調
査
結
果
を
整
理
し
、
町
長
、

副
町
長
と
質
問
形
式
で
の
報
告
を
求
め
ま
し

た
。

　

調
査
し
き
れ
な
か
っ
た
項
目
に
つ
い
て
は
、

12
月
定
例
会
会
期
中
に
委
員
会
を
開
催
し
、

引
き
続
き
、
質
問
形
式
で
の
報
告
を
求
め
る

こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。

第
６
回
委
員
会

（
12
月
４
日
）

　

前
回
に
引
き
続
き
、
町
長
、
副
町
長
と
質

問
形
式
で
の
報
告
を
求
め
ま
し
た
。
総
括
的

な
質
問
を
実
施
し
た
後
、
再
確
認
の
た
め
教

育
課
長
及
び
関
係
職
員
に
も
質
問
形
式
で
の

報
告
を
求
め
ま
し
た
。

　

今
回
の
委
員
会
で
概
ね
調
査
を
終
了
し
、

次
回
は
報
告
書
の
作
成
に
入
る
こ
と
を
決
定

し
ま
し
た
。

町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業

調
査
特
別
委
員
会
　

経
過
報
告

　

10
月
３
日
開
催
の
第
１
回
臨
時
会
に
お
い
て
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
の
調
査
に
関
す
る
動※

議
」
が
賛
成
多
数
で
可
決
し
、
議
員
全
員
（
議
長
は
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
）
に
よ
る
町
民
文
化
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
調
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
正
副
委

員
長
に
田
代
実
議
員
、
中
野
博
議
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
委
員
会
に
は
、
議
会
が
持
つ
地
方
自
治
法
第
98
条
と
第
１
０
０
条
の
権
限
を
委
任
し
て
い

ま
す
。
12
月
４
日
ま
で
、
第
98
条
の
事
務
検
査
権
に
よ
る
調
査
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
経
過

を
報
告
し
ま
す
。
な
お
、
３
月
定
例
会
に
お
い
て
、
委
員
会
報
告
書
を
提
出
す
る
予
定
で
す
。

�
※
動
議
…
議
員
提
起
の
追
加
議
題　

地方自治法98条と100条の比較

事　　　項 事務検査権（９８条） 1００条調査権

調査の対象 当該地方公共団体の事務 左に同じ

主な調査方法
執行機関に対し、報告を
請求、出納の検査、監査
委員による監査の請求

第三者に対し証言
及び記録の提出を
請求

罰則による強制力 無 有

実地調査 否 可

実地検査 可 否

� 参考：1００条調査ハンドブック（ぎょうせい）


